
耐震診断　補助手続きの流れ（被災木造住宅）

市（建築指導課） 申請者
（所有者等）

耐震診断事業者
（建築士等）

診断事業者の選定
見積書の提示

スケジュール等の説明

申請書受付・審査
計画認定申請書の提出

（以下の書類を添付）

認定通知書の送付
認定通知書の受け取り

事業者と契約
申請者と契約

診断着手

診断結果報告書受け取り 報告書作成

完了

事業費の支払い
（代理受領の場合、一部支払い）

領収証の発行

申請書受理・内容確認
補助金交付申請書の提出

（以下の書類を添付）

補助金交付決定兼
額確定通知書の送付

交付決定兼額確定通知書の受け取り

請求受付
補助金の請求

（以下の書類を添付）

制度紹介
（補助対象要件の確認）

事前相談
補助対象要件の確認

耐震改修工事または建替え工事申請へ

補助金の振込 補助金の受領

補助金の受領

①認定通知書の日付から１年以内
②領収証の発行日から15日以内

①と②のいずれか早い日までに
補助金交付申請の提出が必要です。

【申請に必要な書類】
(1) 被災木造住宅耐震改修等計画認定申請書（様式第1号）
(2) 見積書の写し
(3) 現況写真（耐震性が低下したことが確認できる写真を含む）
(4) 現況図（位置図、配置図、求積図、各階平面図）
(5) 登記事項証明書の写し

(6) 建築士免許証明書及び資格者講習修了証明書の写し

(7) り災証明書の写し

(8) 工程表（耐震診断から耐震改修工事又は建替え工事までのもの）

(9) その他市長が必要と認める書類

【申請に必要な書類】
(1) 補助金交付申請書

(2) 市税納税状況調査同意書（別記様式第１号）

(3) 領収証の写し
(4) 診断結果報告書
(5) 現況図（平面図）

【補助金の受領を事業者に委任する場合】
(1) 代理受領に係る委任状（別記様式第3号）

代理受領に係る委任状を提出
している場合、市から直接事業
者に補助金を振込みます。

【請求に必要な書類】
(1) 請求書（耐震診断）

耐震診断に着手する前
（契約前）に計画認定申請
を行ってください。

代理受領制度

補助対象条件を確認します。
・り災証明書
・耐震性が低下したことが確認できる
部分の写真
・既存住宅の建築年度 等

精密診断法による耐震診断
を実施

領収書の発行が完了予定日
を過ぎる場合、完了予定日の
変更が必要になります。



耐震改修工事　補助手続きの流れ（被災木造住宅）

市（建築指導課） 申請者
（所有者等）

耐震改修工事事業者
（工務店等）

耐震改修工事事業者の選定
見積書の提示

スケジュール等の説明

申請書受付・審査
計画認定申請書の提出

（以下の書類を添付）

認定通知書の送付
認定通知書の受け取り

事業者と契約
申請者と契約

工事着手

中間検査（現地確認） 中間検査申込

完了確認 工事完了

事業費の支払い
（代理受領の場合、一部支払い）

領収証の発行

申請書受理・内容確認
補助金交付申請書の提出

（以下の書類を添付）

補助金の受領

補助金交付決定兼
額確定通知書の送付

交付決定兼額確定通知書の受け取り

請求受付
補助金の請求

（以下の書類を添付）

制度紹介
（補助対象要件の確認）

事前相談
補助対象要件の確認

補助金の振込 補助金の受領

①認定通知書の日付から１年以内
②領収証の発行日から15日以内

①と②のいずれか早い日までに
補助金交付申請の提出が必要です。

【申請に必要な書類】
(1) 被災木造住宅耐震改修等計画認定申請書（様式第1号）
(2) 見積書の写し
(3) 現況写真（耐震性が低下したことが確認できる写真を含む）
(4) 現況図（位置図、配置図、求積図、各階平面図）
(5) 登記事項証明書の写し

(6) 建築士免許証明書及び資格者講習修了証明書の写し

(7) り災証明書の写し

(8) 耐震改修工事に係る設計図

(9) 補強後の耐震診断結果報告書
(10) その他市長が必要と認める書類

【申請に必要な書類】
(1) 補助金交付申請書

(2) 市税納税状況調査同意書（別記様式第１号）

(3) 領収証の写し
(4) 工事写真（着工前後及び施工中）

【補強計画・事業費に軽微な変更があった場合】
(1) （変更後）補強後の診断結果報告書
(2) （変更後）耐震改修工事に係る設計図
(3) （変更後）見積書の写し

【補助金の受領を事業者に委任する場合】
(1) 代理受領に係る委任状（別記様式第3号）

代理受領に係る委任状を提出
している場合、市から直接事業
者に補助金を振込みます。

【請求に必要な書類】
(1) 請求書（耐震改修工事）

・中間検査では、金物・筋交い等の施工状況
を確認します。

・補助事業の内容に変更がある場合は、変更

認定申請が必要になる場合があります。

耐震改修工事に着手する前
（契約前）に計画認定申請を
行ってください。

代理受領制度

補助対象条件を確認します。
・り災証明書
・耐震性が低下したことが確認できる
部分の写真
・既存住宅の建築年度 等

領収書の発行が完了予定日
を過ぎる場合、完了予定日の
変更が必要になります。



容易な耐震診断
耐震診断
（補助あり）

請求受付
補助金の請求

（以下の書類を添付）

補助金の振込 補助金の受領

事業者の選定

補助金の受領

申請者と契約

建替え工事着手

完了確認 完了

事業費の支払い
（代理受領の場合、一部支払い）

領収証の発行

建替え　補助手続きの流れ（被災木造住宅）

市（建築指導課） 申請者
（所有者等）

建替え事業者
（工務店等）

制度紹介
（補助対象要件の確認）

事前相談
補助対象要件の確認

見積書の提示
スケジュール等の説明

申請書受付・審査

補助金交付決定兼
額確定通知書の送付

交付決定兼額確定通知書の受け取り

申請書受理・内容確認
補助金交付申請書の提出

（以下の書類を添付）

計画認定申請書の提出
（以下の書類を添付）

認定通知書の送付
認定通知書の受け取り

事業者と契約

①認定通知書の日付から１年以内
②領収証の発行日または検査済証
の発行日いずれか遅い日付より15
日以内

①と②のいずれか早い日までに
補助金交付申請の提出が必要です。

【申請に必要な書類】
(1) 被災木造住宅耐震改修等計画認定申請書（様式第１号）
(2) 現況写真（耐震性が低下したことが確認できる写真を含む）
(3) 既存住宅図面（位置図、配置図、各階平面図）
(4) 建替え後の住宅図面（位置図、配置図、各階平面図）
(5) 見積書の写し
(6) り災証明書の写し
(7) 既存住宅の登記事項証明書の写し

(8) 建替え後の住宅の確認済証の写し

（添付ができない場合、後日提出することを誓約する旨が記載された書類）

(9) 容易な耐震診断調査票（S56年5月以前に建築された住宅の場合）

(10) その他市長が必要と認める書類

【申請に必要な書類】
(1) 補助金交付申請書
(2) 市税納税状況調査同意書（別記様式第１号）
(3) 領収書の写し
(4) 完了写真
(4) 検査済証の写し
【事業費等に軽微な変更があった場合】
(1)変更に伴う書類（見積書、建替え後住宅の図面等）

【補助金の受領を事業者に委任する場合】
(1) 代理受領に係る委任状（別記様式第3号）

代理受領に係る委任状を提出
している場合、市から直接事業
者に補助金を振込みます。

【請求に必要な書類】
(1) 請求書（建替え工事）

既存住宅の解体前かつ建替え
に着手する前（契約前）に
計画認定申請を行ってください。

代理受領制度

S５６年6月以降に建築または
増築された部分がある住宅

S５６年5月以前に
建築された住宅

・補助事業の内容（見積金額等）に変更がある

場合は、変更認定申請が必要になる場合があり

ます。

評点1.0未満

補助対象条件を確認します。
・り災証明書
・耐震性が低下したことが確認できる
部分の写真
・既存住宅の建築年度 等

耐震性なし

領収書の発行が完了予定日
を過ぎる場合、完了予定日の
変更が必要になります。


